
広
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
六
十
二
号 

広
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
壁
面
線
の
位
置
の
限
度
を
超
え
る
建
築
物
等
の
認 

定
申
請
） 

第
二
十
条
の
二 

（
略
） 

認
定
の
種
別 

添
付
す
る
図
書
又
は
書
面 

（
略
） 

（
略
） 

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

十
一
項
、
政
令
第
百
三
十
七
条

の
十
二
第
十
二
項
又
は
政
令
第

百
三
十
七
条
の
十
六
第
二
号
の

規
定
に
よ
る
認
定 

（
略
） 

 
 

２―

５ 

（
略
） 

（
壁
面
線
の
位
置
の
限
度
を
超
え
る
建
築
物
等
の
認 

定
申
請
） 

第
二
十
条
の
二 

（
略
） 

認
定
の
種
別 

添
付
す
る
図
書
又
は
書
面 

（
略
） 

（
略
） 

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

六
項
、
政
令
第
百
三
十
七
条
の

十
二
第
七
項
又
は
政
令
第
百
三

十
七
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定

に
よ
る
認
定 

（
略
） 

 
 

２―

５ 

（
略
） 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


